


2 

敷地内の緑化については、貴社が示す「土地利用の方針書」の「鎌倉市緑の基本計画との整

合」に記載のとおり、緑化の配置や樹種の選定に配慮すること。 

また、貴社の事業所の生物多様性保全の観点から適切な緑の維持管理に努めてください。 

 

３ 交通への影響について 

 (1) 県道腰越大船については、通勤時間帯に手広方面から当該施設へ入構するに際し、長島橋

信号からの右折待ち車両が渋滞を引き起こしているとの声が市に届いていることから、当

該施設に関連する車両の入出庫に際しては左折 IN、左折 OUT とするなど、県道への負荷が

かからない様に配慮してください。 

 (2) 当該施設に勤務される社員の方の通勤にあたっては、バスや湘南モノレールなどの公共

交通や自転車等を利用するようにし、極力、車での通勤は避けるようにしてください。 

 (3) 地域住民及び緊急車両等の通行に支障がないように安全性を考慮した工事車両等の道路

通行計画とし、また、工事現場付近は児童生徒の通学路となっているため、歩行者に対して

の交通誘導員を配置してください。 

なお、児童及び生徒が歩道を迂回しなければならない工事を実施する場合は、事前に市学

務課まで連絡してください。 

 

４ 環境への配慮について 

当該事業においては、特に事業規模が大きいことから、鎌倉市内から排出される温室効果ガ

ス削減目標に与える影響をできるだけ小さくするようご協力ください。 

また、気候危機の現状をご理解いただき、将来を見据えた事業展開として、建築物の高断熱

化に加え、太陽光発電設備などの発電設備や蓄電設備の活用等により、ZEB等の省エネルギー

建築物とし、電気自動車用の充電用供給スタンドの設置にご協力ください。 

 

５ 市民への配慮及び貢献について 

 (1) 事業区域周辺の自治・町内会等と協議する中で、防犯灯に関する要望等があった場合は、

適宜対応すること。 

(2) 工事については、騒音、振動及び紛じんに係る苦情等が出ないよう作業方法等に配慮して

ください。 

また、事業所に室外機や送風機等の騒音が発生する施設を設置される場合は、防音対策や

近隣住民に配慮して設置するようにしてください。 

 (3) 事業区域外ではあるが、鎌倉製作所敷地内の既存社育施設（体育館・運動場・テニスコー

ト）の市民への開放を継続し、地域コミュニティの核となる住民の交流の場の整備に努める

とともに、より多くの市民が利用することが可能となるよう、利用に係る手続きの簡素化を

検討してください。 

 (4) 工事車両による交通渋滞への懸念、景観への配慮、周辺への日照等、大規模開発事業説明

会で意見のあった内容について、これまで貴社においては回答を示すとともに今後の問い

合わせ先を明示し、対応いただいているところです。 

引き続き、近隣住民等と良好な対話と合意形成を図り、住民の懸念に対応するよう努める

こと。 
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６ 深沢地域の将来交通への貢献について 

  「深沢地域の新しいまちづくり基本計画」における「道路等の整備方針」では、地区の都市

機能の向上を図る補助幹線道路として、貴社鎌倉製作所敷地南側を既存の道路の拡幅・強化の

方針を位置づけています。 

本市は深沢地域のまちづくりの進展にあわせ、既存道路の拡幅等、機能強化を検討しており

ますので、引き続きご協力をお願いします。 

 

７ 覚書及び確認書について 

平成 28年６月に貴社と本市で締結した覚書及び確認書に記載された土地交換について、改

めて内容を確認の上、実現に向けて協議をお願いします。 

 

８ 行政手続について 

 (1) 当該事業については、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の適用除外

と判断していますが、計画に変更が生じた場合は再度、同条例に基づく手続きの要否を確認

する場合がありますので、市都市調整課に報告してください。 

 (2) 当該事業における高度地区に定める高さ制限は 31ｍとなっています。都市計画に定める

制限の緩和、または、適用除外に該当する場合については、市都市計画課と事前に協議を行

うこと。 

以上 

 

 

 

事務担当は、鎌倉市まちづくり計画部 

土地利用政策課 

土地利用調整担当 




